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 第１章 計画の基本的考え方                    
 
第１節 計画策定の趣旨 

  島根県では、平成18年７月に、県民の身近なところで発生する犯罪や子ども・高齢

者の犯罪被害の増加などの背景から、県民が安心して暮らし、観光旅行者等が安心し

て滞在することができる地域社会を実現するため、島根県犯罪のない安全で安心なま

ちづくり条例（平成18年７月14日条例第42号。以下「条例」という。）を制定しま

した。 
     
  この条例の第10条の規定に基づき、これまで、平成18年 12月、平成21年３月、

平成24年３月の３期にわたり、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画

（以下「基本計画」という。）」を策定し、安全で安心なまちづくりに関する施策の総

合的な推進を図ってきました。 

     
  この間、刑法犯認知件数（※１）は漸減傾向が続いている一方、女子大学生死体遺棄

等事件などの凶悪事件の発生、子どもや女性への声かけつきまとい事案の継続発生、

還付金詐欺をはじめとする特殊詐欺（※２）による被害の拡大などにより、県民の犯罪

被害への不安感は依然として払拭できない状況です。    
このため、県民等による自主的な活動など犯罪を未然に防ぐ継続的な取組みが求め

られています。 
   
  現計画の期間満了に伴い、これまでの安全で安心なまちづくりに関する施策の取組

みや今日の犯罪情勢を踏まえ、第４期基本計画を策定するものです。 
 
 
 
第２節 計画の期間 

平成２８年度から平成３１年度までの４年間とします。 

 

 

 

第３節 進行管理 

計画目標の達成に向けて、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議」

（※３）及び「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会」(※４)の開催等を

通じて関係部局や地域活動団体・事業所等との連携を図りながら諸施策を推進すると

ともに、毎年度施策の具体的な実施状況等を取りまとめ、その結果を県ホームページ

に公表します。 
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 第２章 現状と課題                         
第１節 県内の犯罪情勢 
 １ 刑法犯認知件数及び検挙率、犯罪発生率の推移 
 ～刑法犯認知件数は減少・検挙率は上昇～ 

 ＜刑法犯認知件数及び検挙率＞ 
   島根県における刑法犯認知件数は、平成15年の9,217件をピークに概ね減少傾向

が続き、平成27年は3,342件とピーク時から大きく減少しており、基本計画に基づ

いた各種施策の推進と県民の自主防犯意識の向上による成果が指数として現れてい

ます。 

    また、検挙率は平成17年の48.1％から概ね上昇傾向にあり、平成27年には57.0％

に達しています。 

  しかし、振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺が増加するなど、安全で安心なま

ちづくりは道半ばと言える状況です。 

 

 
 

 

（件） 
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＜犯罪発生率＞ 

    刑法犯認知件数を人口千人当たりの犯罪発生率（※５）で見てみると、平成27年は

4.8件／千人であり、ピーク時の平成15年の12.2件／千人と比べて、7.4ポイント

減少しました。 

  

  
 
 
 
 
 
 

(件/千人) 

※ 犯罪発生率の算出には、総務省統計局資料を用いました。 
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 ２ 刑法犯認知件数の内訳 
 ～身近な犯罪が依然として認知件数の過半数以上を占める～ 

第１期の基本計画が策定された平成18年に最も多かった罪種は自転車盗で、次い

で万引き、器物損壊等でしたが、平成26年には万引きが最も多く、次いで自転車盗、

器物損壊等となっており、上位３罪種は変わりませんが、総認知件数のおよそ半数

を占める状況になっています。 

このように、誰でも被害に遭いやすい犯罪が、引き続き街頭や住宅など県民の身

近なところで発生していることから、鍵かけ運動など犯罪の未然防止に向けた意識

啓発の取組みが一層求められます。 

 
 
＜平成18年の主なもの＞ 
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 

罪種 自転車

盗 

万引き 器物 

損壊等 

車上 

狙い 

詐欺 自動販売機

狙い 

占有離脱 

物横領 

件数 1,281 1,019 746 415 327 322 197 

割合 18.9％ 15.0％ 11.0％ 6.1％ 4.8％ 4.7％ 2.9％ 

 
 
 
＜平成23年の主なもの＞   
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 

罪種 自転車

盗 

万引き 器物 

損壊等 

車上 

狙い 

詐欺 占有離脱 

物横領 

空き巣 

件数 916 809 553 232 190 120 93 

割合 20.5％ 18.1％ 12.4％ 5.2％ 4.3％ 2.7％ 2.1％ 

 
 
 
＜平成26年の主なもの＞ 
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 

罪種 万引き 自転車

盗 

器物 

損壊等 

さい銭

狙い 

詐欺 車上 

狙い 

占有離脱 

物横領 

件数 1,234 748 467 166 156 148 114 

割合 25.9％ 15.7％ 9.8％ 3.5％ 3.3％ 3.1％ 2.4％ 
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３ 犯罪の地域別発生状況 

～松江市・出雲市など都市部に犯罪発生が集中～ 

   市町村別の刑法犯認知件数は、下表のとおりです。 

  平成 26年は、71.7％が松江市と出雲市で発生しており、これに浜田市・益田市を

加えると85.0％となり、犯罪の発生は、都市部に集中しています。 
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４ 特殊詐欺被害の状況 

  ～被害者の約８割が高齢者～ 

   依然として後を絶たない振り込め詐欺をはじめとする「特殊詐欺」による県内の

被害額は、平成24年以降３年連続で２億円を超えています。 

  特殊詐欺の手口のうち、平成25年には全く発生しなかった公的機関の職員を名乗

り、医療費の払い戻しがあると嘘をつき、現金を騙し取る「還付金詐欺」の手口が

平成26年には多発しました。 

このような詐欺は、様々な手口を犯罪者グループが巧みに使い分け、組織的に実

行しており、過去に発生した手口の再発だけでなく、今後さらなる手口の巧妙化・

悪質化が懸念されるところです。 

特に平成26年は、59件の被害件数のうち45件（76.3％）、被害額約２億２千万

円のうち約２億円（90.1％）は高齢者が被害に遭ったものであり、今後の高齢者人

口の増加に伴い更なる被害の拡大が危惧されます。 

  このため、県内の高齢者が特殊詐欺や悪質商法（※６）の被害者となることのない

よう、効果的な広報啓発にこれまで以上に取り組んでいくことが必要です。 

加えて、被害者の多くが女性の高齢者という傾向がここ数年継続していることか

ら、特に女性の高齢者への効果的な広報啓発を行っていくことが喫緊の課題です。 
 

 

 

(千円) 

（件） 

【24 件】 

【43 件】 
【32 件】 

【59 件】 
(件) 
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＜特殊詐欺男女別・年代別被害状況（過去４年）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注： 各年の男性・女性の数値について、左端から、 

20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～64歳、65～69歳、70～79歳、80～89歳 

の人数を表しています。 
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５ 子ども・女性に対する声かけ・つきまといの発生状況 

 ～声かけ、つきまとい事案が依然として多発傾向～ 

  子ども・女性に対する「声かけ・つきまとい事案」は、第３期基本計画策定前の

平成23年に157件発生していましたが、その後も平成24年に171件、25年に 119

件、26年に 150件発生しており、依然として多発傾向が続いています。 

  この原因のひとつには、防犯教室の開催等により、子ども・女性の警戒心が強ま

り、悪意のない声かけ等が誤解されて警察に通報された件数も含まれるといったこ

ともありますが、広く全国に目を向けると事件発生に至れば生命にかかわる事例が

見られ、また、県内では、女子大学生死体遺棄等事件が発生したこともあり、この

数字は看過出来ません。 

  このため、現在多くの防犯ボランティア団体（※７）が行っている子ども・女性み

まもり活動などの取組みを今後も継続、拡大していくことが必要です。 
  加えて、子どもや女性自らが防犯意識を高めることも必要であり、そのための啓

発活動にも引き続き取り組んでいかなければなりません。 
  さらに、広く普及したスマートフォン等の影響により、今後も増加が予測される

子どもや女性が出会い系サイトやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）等のインターネット上での関わりから、現実社会においてトラブルや犯罪被害

に巻き込まれる事案を未然に防ぐ取組みも必要です。 
 

 
 

（件） 
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６ 被害時の施錠の状況 

 ～無施錠割合が全国平均を大きく上回る～ 

  鍵かけは、最も身近な防犯対策ですが、県内の主な窃盗事件の被害発生時に「無

施錠」であった割合は、自転車盗や車上狙いなど全ての手口において全国平均を大

きく上回る結果となっています。 

    無施錠にする理由のひとつに、都会と比べて県内には、まだ地域コミュニティが

しっかりと形成されており、人との繋がりや信頼の強さによる安心感があることが

考えられます。 

  一方、これまで取り組んできた鍵かけ運動により、特に無施錠率が高い自転車盗、

車上狙い、自動車盗は、平成21年から平成26年までの５年間に、認知件数が37.5％

減少しており、鍵かけ意識が徐々に浸透しつつあることがうかがえます。 

今後は、漸減傾向が弱まりつつある刑法犯認知件数をさらに減少させるために、

より一層、広く県民に鍵かけ意識を浸透させていくことが必要です。 

 

 

(件) 
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 ７ 県民意識の概要 

＜しまねwebモニター調査結果＞ 

  平成 27 年６月にしまね web モニター（※８）362 名に対して「犯罪のない安全で安

心なまちづくりについての意識調査」を実施し、249名（回答率68.8％）から回答

を得ました。 

  「犯罪のない安全で安心なまちづくり」に関する設問中、(1)県内の治安に対する

意識、(2)犯罪被害に遭う不安感、(3)被害の不安を感じる犯罪、(4)犯罪防止のため

の地域での取組み、(5)犯罪防止のため推進すべき県の施策の５項目についての回答

状況は次のとおりです。 

(1)  県内の治安に対する意識 

県内の治安情勢に対する意識については、「良い」、「どちらかといえば良い」 

を合わせると８割以上が概ね治安情勢は良好だと感じています。   

 

  (2) 犯罪被害に遭う不安感 

    一方で何らかの犯罪被害に遭うという不安感については、過半数の 56.3％が

「たまにある」、4.9％が「よくある」と回答しており、県民の６割以上が犯罪

被害に対する不安を感じています。 

刑法犯認知件数は漸減傾向にありますが、県民の犯罪に対する不安感が著しく

改善したとまでは言えない状況です。 
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 (3) 被害の不安を感じる犯罪 

   被害の不安を感じる犯罪の種類については、「空き巣などの侵入犯罪」(73.0％)

が最も高く、次いで「振り込め詐欺や悪質商法絡みの詐欺」(61.3％)、「わいせ

つ・誘拐など、子ども・女性が被害者となる犯罪」(49.6％)、「自転車、バイク、

自動車などの盗難」(45.3％)の順になっています。 

   空き巣などの侵入犯罪や自転車盗など、実際に県内の刑法犯認知件数で上位と

なっている犯罪に対して不安を抱いている人が多いと同時に、高齢者を中心に多

額の被害が発生している「振り込め詐欺や悪質商法絡みの詐欺」や、一度事件が

発生すれば生命に危険が及ぶ「わいせつ・誘拐など、子ども・女性が被害者とな

る犯罪」に多くの人が不安を感じている実態が明らかになっています。 

 
(4) 犯罪防止のための地域での取組 

     犯罪を防ぐために地域で取り組むべきことについては、「地域の住民一人一人

が自主防犯意識を高める」(69.6％)が最も多く、次いで「地域ぐるみで防犯意識

を高める」(58.0％)となっています。 

   また、「防犯環境の整備」(48.7％)や「防犯ボランティア活動の活性化」(24.6％)

に取り組むべきとする意見も多く、一人一人の県民が協働して犯罪防止に取り組

む必要性を多くの県民が認識しています。 
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(5) 犯罪防止のため推進すべき県の施策 

     犯罪防止のために、今後県が推進すべき施策については、「防犯に役立つ情報

の提供」(65.6％)、「防犯灯の増設」（60.7％）、「防犯カメラの増設」(60.3％)

の順に多く、「防犯講習会や防犯イベントの開催」(31.7％)についても３分の１

以上の人が取り組むべきだと回答しています。 

   このような結果から、防犯情報を積極的かつ適宜適切に提供することにより県

民の防犯意識を高めていくことができると見込まれるため、これまで以上に情報

発信力を向上することが必要です。 

   また、防犯灯や防犯カメラの増設など防犯環境の整備についても、多くの人が  

  期待を寄せています。 
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＜県警察本部による治安に関する県民アンケート実施結果＞ 

  平成 26年６月に、「日本一治安の良いしまね」の実現に向けた警察行政を推進す

る上での基礎資料とするため、島根県警察本部が治安に関する県民アンケートを

1,022名に実施しました。 

  設問中、(1)過去３年の犯罪発生状況、(2)県内の今後の犯罪発生状況の見込み、

(3)犯罪被害に遭う不安、(4)安全・安心の確保に必要なもの、(5)安全・安心の確保

に地域がかかわるべきことの５項目についての回答状況は次のとおりです。 

(1) 過去３年の犯罪発生状況 

    過去３年の刑法犯認知件数は、平成24年 4,500件、平成25年 4,379件、平成

26年 4,772件という状況です。 

また、アンケート結果では、「とても多くなった」(6.9％)、「多くなった」(42.9％)

を合わせると約半数の人が「犯罪が増加している」と感じています。 

 

(2) 県内の今後の犯罪発生状況の見込み 

   今後、県内の犯罪発生状況がどのように推移すると感じているかとの問いに対

しても、「とても多くなると思う」、「多くなると思う」を合わせると57.5％の

人が犯罪の多発を心配している状況がうかがわれます。 
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(3) 被害の不安を感じる犯罪 

   被害の不安を感じる犯罪の種類については、県のwebモニター調査と比べて、

より具体的な罪種で細分化されていることもあり、やや傾向が異なりますが、不

安を感じる順で「インターネットを利用した犯罪」(57.5％)、「振り込め詐欺や

架空請求詐欺」(51.0％)、「凶悪な犯罪（殺人、強盗、放火等）」(41.0％)が上

位を占めています。 

   いわゆる特殊詐欺に絡む被害に対する県民の不安が高いことが、県の実施した

web モニター調査結果と同様に顕著となっているほか、本アンケートでは「女性

や子どもに対するわいせつ行為」(20.4％)、「ストーカー的犯罪（つきまとい等）」

(21.6％)、「配偶者や恋人への暴力行為」(4.1％)にも各々不安を感じると回答し

ており、「凶悪な犯罪（殺人、強盗、放火等）」が上位であることも合わせて考

えると子ども・女性が被害者となる犯罪に対する県民の不安も高いと言えます。 

また、国境も県境もない新たな脅威と言えるインターネットを利用した犯罪に

対する不安も高くなっています。 

 

   ここまでの結果から、実際に数値として判明している刑法犯認知件数、いわゆ    
る『指数治安』と県民が感覚的・主観的に感じている『体感治安』にズレが生じ

ていることがわかります。 
 これは、懸命な捜査を尽くしながら未解決となっている女子大学生死体遺棄等

事件の存在や、厳しい捜査環境から検挙・根絶が困難な特殊詐欺などの犯罪に対

し、多くの県民が脅威を感じていることが理由として考えられます。 
このため、こうした事件に対する不安をいかにして取り除くかが、体感治安の

向上に向けた課題と言える状況です。 
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 (4) 安全・安心の確保に必要なもの 

   安全で安心な県民生活の確保に必要なものついては、「警察が地域の皆様に犯

罪情報や防犯情報を提供する」(39.4％)、「警察と地域ボランティアとが連携す

る」(36.2％)、「警察が他の行政機関と連携する」(32.6％)が上位を占め、次い

で「交番、駐在所などを増やす」(21.6％)、「警察官を増やす」(15.6％)という

順になっています。    

 

 (5) 安全・安心の確保に地域がかかわるべきこと 

   地域住民が安全・安心の確保のためにかかわるべきことについては、「防犯パ

トロールなどにより、住民が自らの防犯意識を高める」(46.0％)、「ご近所の住

民同士がつながりを深める」(38.9％)、「自治会で、街頭に防犯カメラや防犯灯

を設置する」(31.3％)が上位を占めており、県のwebモニター調査結果と同様に

『防犯意識の高揚』と『防犯環境の整備』の必要性を多くの県民が感じています。 
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８ まとめ 

○県民運動として安全で安心なまちづくりを推進してきた結果、刑法犯認知数が

大幅に減少するなど、大きな成果があがっています。 

しかし近年、減少の度合いが鈍化してきており、刑法犯認知件数の約５割を占

める万引き・自転車盗・器物損壊等の３つの罪種は依然として多発しています。 

刑法犯認知件数をより一層減少させるためには、自らの安全は自らで守るとい

う防犯意識の向上や、最も身近な防犯手段である鍵かけの徹底などの取組みを推

進していくことが必要です。 

  

○平成24年以降４年連続で被害額が２億円を超え、被害者の約８割が高齢者であ

る特殊詐欺の被害が後を断ちません。 

全国３位の高齢化県であり、今後も高齢者人口の増加が見込まれる本県にとっ

て特殊詐欺被害の防止は喫緊の課題であり、特に被害のターゲットとなっている

女性の高齢者に向けた広報啓発活動の強化が必要です。 

  

  ○全国的には子ども・女性が被害者となる凶悪事件が発生していますが、県内で

も、その前兆事案といわれる子どもや女性への声かけ・つきまとい事案が、ここ

数年100件以上発生する状態が続いています。 

平成26年中の事案は８割以上が路上で発生しており、子どもや女性が重大な被

害に遭わないよう、通学路・通勤路を中心に子ども・女性みまもり活動の範囲を

拡大していくとともに、子どもや女性自らが防犯意識を高めてもらうための取組

みも継続していくことが必要です。 

 

  ○県民意識の概要からは、指数治安の改善にもかかわらず、県民の多くが何らか

の犯罪被害に遭うことを心配していることが窺われ、各種犯罪を抑止するために

防犯灯や防犯カメラの設置促進等の防犯環境整備に大きな期待を寄せています。 

   防犯環境整備は、子どもや女性が被害に遭う重大犯罪の抑止だけでなく、万引

きや自転車盗等の犯罪の抑止にも繋がります。このため、警察本部が設置・運用

についてのガイドラインを設けて推進している自治会や事業者等による自主的な

防犯カメラの設置等、ハード面の整備を継続していくことが必要です。 

 

  ○上記に加えて、「マイナンバー制度の導入」や「消費税率の変更」を口実とし

た詐欺など、社会のしくみの大きな変化を悪用した新たな犯罪の発生も心配され

ることから、被害を未然に防止するためには、より一層の迅速・的確な広報啓発

が必要です。 
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第２節 県内の防犯活動の状況 

 １ 防犯ボランティアの活動状況 

   県内各地で行われている自主的な防犯活動は、刑法犯認知件数の抑止や、子ども・

女性の犯罪被害防止に大きな役割を果たしています。 

県内で自主的な防犯活動を行う防犯ボランティア団体は、条例制定前の平成 17

年の 144 団体(12,000 人）から、平成 26 年の 359 団体（18,757 人）へと、約 2.5

倍(構成員約1.6倍)に増加しています。 

   また、青色回転灯を装着した車両による防犯パトロール（青色防犯パトロール）

を行う団体は、平成16年の1団体（54台）から、平成26年の156団体（2,460台）

へと大幅に増加しており、活動する車両も平成22年に2,000台を超えて以降、徐々

に増加しつづけています。 

  しかし、防犯ボランティア団体の構成員数は、平成22年をピークに近年減少傾向

にあり、活動を行う人の高齢化に伴い、若年層の参加を促進し後継者を育成する必

要があるなど、活動を継続していくための課題も生じています。 

  

 

 

 

 

 

(人) 

(団体) (台) 

(団体) 
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 ２ 事業者等による活動状況 

    事業者等による活動については、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり推

進協議会」において、安全で安心なまちづくりに関する施策の情報交換等を行い、

特殊詐欺の被害防止や子ども・女性のみまもりなどの重点活動項目を定め、連携・

協力して取組みを推進しています。 

具体的には、平成26年末現在、県内の44事業者（団体）が県・県警察本部と防

犯に関する協定や覚書を締結し、特殊詐欺被害防止や高齢者の悪質商法被害防止な

どの活動を行っています。 

また、子どもや女性に対する連れ去り等の凶悪犯罪の前兆事案と言われる声か

け・つきまとい事案が、近年県内で100件以上発生しており、こうした事案が凶悪

犯罪に発展しないよう、車両での見守りや防犯環境整備等を自主的に行う「子ども・

女性みまもり運動（※９）」に、平成26年末現在、719事業所が参加しています。 

このような事業者（団体）の取組みは、地域の安全確保に大きく貢献しており、

今後もこの活動が継続・拡充されるよう推進していく必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事業活動に合わせて子どもや女性のみまもり活動を実施する事業者を

「子ども・女性みまもり運動実施事業者」として募集し活動している事業者 

（団体数） 
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第３節 犯罪被害者等に対する支援の情勢  

犯罪被害者等に対する支援については、平成16年 12月に「犯罪被害者等基本法（＊ 

10）が成立し、犯罪被害者等支援に対する基本理念や国、地方公共団体、国民の責務等

が規定されました。翌年12月には「第1次犯罪被害者等基本計画」（※11）また、平成

23年３月には「第２次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され、具体的な施策が実施

されています。 

 現在、島根県では、県民の犯罪被害者等に対する理解の増進と施策協力の確保のた

めの広報啓発、また支援等のための体制整備などの取組みを進めています。 

平成26年３月には、一般社団法人島根被害者サポートセンターが県内で初めて公安

委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」（※12）に指定され、支援体制も整いつつあ

り、県と警察本部では、同センターへの財政的支援をはじめ、より連携を強めて犯罪

被害者等支援施策に取り組んでいます。 

加えて、平成27年３月には、島根県女性相談センター内に性犯罪被害者のワンスト

ップ支援センター（※13）「たんぽぽ」を創設して、潜在化しやすい性犯罪被害者に対

する支援を行っています。  

 犯罪被害者等の置かれた状況は様々であり、経済的支援や医療、福祉、住宅、雇用

など生活全般にわたる支援を被害直後から中長期にかけて途切れなく行う必要があり

ます。 

このため、行政、関係機関、民間団体等が今後さらに連携を深め、適切な役割分担

により、施策の総合的な推進を図っていく必要があります。 

 

※ 相談・支援数については、電話相談・面接相談・直接支援（公判付き添

い等）・カウンセリングを実施した件数 

(件) 
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第３章 計画の目的及び数値目標                   

 

第１節  計画の目的 

県民、地域活動団体及び事業者（以下「県民等」という。）による犯罪防止のため

の自主的な活動や、犯罪防止に配慮した生活環境の整備などにより、県民、観光旅行

者等が安心して暮らし、又は滞在することができる社会の実現に寄与することを目的

とします。 

 

 

第２節 数値目標の設定 

 計画の目的を達成するため、以下の数値目標を設定します。 

 

犯罪発生率（人口千人当たりの刑法犯認知件数（暦年）） 

              

 平成３１年までに３．９件以下／千人を目指します 

        

島根総合発展計画における平成３１年の犯罪発生率目標数値が３．９件以下／千人であるため、この達成に向け

て目標を設定しました。 
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第４章 施策の推進方向                       

第１節 施策の基本的方向 

県民はもとより、観光客などの滞在者も含め、誰もが安全で安心して暮らせる地

域社会の実現に向け、現状と課題を踏まえ、次の６つの方向により、総合的な施策

の推進を図ります。 

 

１ 県民等による自主的な活動の推進 

      「自分たちの安全は自分たちで守る」、「地域の安全は地域で守る」という県 

民の防犯意識向上のための啓発を図るとともに、地域における自主的な防犯活動 

の継続や活性化、それぞれの活動が地域で連携を深めていくための取組みを推進 

します。 

 

２ 子ども、女性、高齢者、障がい者等の安全確保 

子どもや女性等の防犯上配慮を要する人について、被害防止等の取組みを進め 

るとともに、地域住民が連携して、地域全体で子どもや女性等を見守る活動を推

進します。 

 また、高齢者、障がい者が悪質商法や特殊詐欺の被害に遭わないよう地域見守

りネットワーク（※14）づくりを推進します。 

 

３ 道路、住宅等における防犯への配慮 

日常生活の中から犯罪の機会を減少させるためには、防犯に配慮した環境づく 

りが重要であることから、道路、公園、住宅等について、防犯に関する指針を踏 

まえた構造や設備等の普及を推進します。 

 

４ 事業活動における防犯への配慮 

強盗や万引き等の犯罪被害の対象となりやすい金融機関、深夜営業店舗、大規 

模小売店舗等について防犯に関する指針を踏まえた施設や設備の普及を推進しま 

す。 

 

５ 犯罪被害者等への支援の推進 

犯罪被害者等の抱える課題の解決に向けた支援と、途切れない支援につなげる 

ための関係機関等との連携、さらに犯罪被害者等の置かれた心情等に対する県民 

の理解と配慮の促進を図り、犯罪被害者等施策の充実を図ります。 

 

６ その他の安全安心まちづくりのための取組 

県民総ぐるみで安全安心まちづくりの取組みを推進するため、県民等及び行政 

一体となって施策の総合的な推進を図ります。 
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第２節 重点取組 
   第１期の基本計画策定からこれまでの間、『県民等による自主的な活動の推進』

を基本として各施策に取り組んできた結果、刑法犯認知件数の大幅な減少や活発

な防犯ボランティア活動の継続など多くの成果があがっています。 
   第４期の基本計画では、社会情勢や犯罪情勢の変化に加え、県民意識の概要を

踏まえたうえで、成果があがっている県民等の自主的な活動をこれまでと同様に

施策の柱として、安全で安心なまちづくりの各施策に取り組むこととし、中でも

喫緊の課題に対応するため、以下の３つを重点項目として取り組みます。 
 
１ 特殊詐欺被害の防止 

特殊詐欺による被害は、全国的にも大きな被害が発生しており、県内において

も、高齢者が一度に多額の現金を騙し取られる被害が多発するなど、平成24年以

降４年連続で県内の被害額は年間２億円を超えています。 
このため、被害に遭いやすい高齢者を対象として、個別訪問等による確実に伝

わる広報や被害発生時の迅速な情報提供、また、出前講座や研修会による効果的

な啓発などに関係機関が一層連携して取り組みます。 
 

２ 高齢者、子ども、女性みまもり活動の充実・拡充 
行政や警察、医療・福祉などの様々な関係者を構成員とする「地域見守りネッ

トワーク」を構築し、高齢者等の見守り活動を行い、特殊詐欺や悪質商法等から

の被害の未然防止に取り組みます。 
加えて、防犯ボランティア活動や、子ども・女性みまもり運動に参加する団体・

事業者の増加に向けた取り組みをこれまで以上に推進するとともに、ボランティ

アの活動がより効果的に行われるよう不審者情報のタイムリーな提供などに取り

組みます。 
 

３ 自主的な防犯環境整備の推進   
   未だに過半数の県民が何らかの犯罪被害に遭う不安感を抱いており、防犯灯や

防犯カメラ等の防犯環境整備について、大きな期待を寄せています。 
防犯カメラは、犯罪で最も多い万引き事件を未然に防止することにも効果があ

るため、これまで以上に自治会や事業者等と連携・協働した自主防犯環境整備の

促進に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 



23 
 

第３節 施策体系 

ア 自主的な防犯環境整備の推進【重点】

イ 各種媒体を活用した広報・啓発

ウ まちづくり旬間における広報・啓発

エ 地域安全情報の提供

オ 講演会・研修会等の開催

カ 鍵かけ運動の広報・啓発

キ 県民等の意識調査・研究

　 　

ア 防犯ボランティア団体への支援

イ 様々な団体と連携した地域ネットワークづくり

ウ 事業者の自主的な活動の推進

エ 高齢者の社会参加活動の推進

ア 個別訪問等による被害防止広報・啓発の充実【重点】

イ 各種媒体を活用した被害防止の広報・啓発の充実【重点】

ウ
被害発生時の被害拡大防止のための迅速的確な情報提供
【重点】

エ 出前講座、被害防止研修会等の充実【重点】

オ 金融機関等と連携した水際阻止対策の強化【重点】

ア 子どもみまもり活動の拡充【重点】

イ 学校等における子どもの安全確保

ウ 防犯に関する指針の普及

エ 子どもを健やかに育てる取組の推進

ア 女性みまもり活動の拡充【重点】

イ 住環境整備の推進

ウ 防犯情報の提供

エ 防犯教室・講習会等の開催

　 　

ア
高齢者、障がい者に対する地域見守りネットワークづくり
【重点】

イ 高齢者に対する講習会等の開催

ウ 障がい者に対する相談支援活動の推進

エ 観光旅行者等に対する安全情報の提供

(2) 女性の安全確保

(3)
高齢者、障がい者
等の安全確保

２　子ども､女性、高齢者、障がい者等の安全確保

(1) 子どもの安全確保

1　県民等による自主的な活動の推進

(2)
地域での自主的な
活動、連帯意識向
上の推進

(3)
特殊詐欺被害を発
生させない気運の
醸成

(1)
県民等の防犯意識
の高揚
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ア 道路の歩車道分離、夜間照明確保等

イ 公園の夜間照明、見通し確保等

ウ 駐車場・駐輪場の夜間照明、見通し確保等

エ 防犯に関する指針の普及

ア 防犯推進住宅の普及

イ 防犯に関する指針の普及等

ア 防犯カメラの設置等、店舗の防犯環境整備の推進【重点】

イ 金融機関の店舗の構造、設備、体制の整備

ウ 深夜営業店舗の構造、設備、体制の整備

エ 大規模小売店舗の構造、設備、体制の整備

オ 防犯に関する指針の普及等

ア 各種媒体を活用した広報・啓発

イ 犯罪被害者週間における広報・啓発

ウ 講演会等の開催

ア 経済的負担の軽減

イ 精神的負担の軽減

ウ 支援情報の提供

ア 民間団体に対する支援

イ 関係機関・団体との連携推進

ウ 相談窓口の充実・周知

ア 計画の推進と進行管理

(1)
推進体制の充実・
強化 イ 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会との連携

(3)
支援のための体制
整備

６　その他の安全安心まちづくりのための取組

５　犯罪被害者等への支援の推進

(1)
犯罪被害者等に対
する理解の増進

(2)
犯罪被害者等に対
する支援

ア 自動車等の犯罪防止装置、用具の普及、防犯登録の推進

イ 自動販売機の犯罪防止に配慮した構造、装置の普及等

４　事業活動における防犯への配慮

(2)
自動車等及び自動
販売機における防
犯への配慮

店舗等における
防犯への配慮

(1)

３　道路、住宅等における防犯への配慮

(1)
道路等における
防犯への配慮

(2)
住宅における
防犯への配慮
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第４節 施策の内容 

ウ

自主的な防犯環
境整備の推進

ア

　県民ひとりひとりが高い防犯意識を持ち、犯罪を発生さ
せないよう身近な防犯環境の整備に努めます。

環境生活総務課
生活安全企画課

環境生活総務課
生活安全企画課

　防犯環境整備のため、防犯灯や防犯カメラの設置促進を
図ります。

1　県民等による自主的な活動の推進
（１） 県民等の防犯意識の高揚

施策内容 事業内容 実施担当課

イ
各種媒体を活用
した広報・啓発

　県・県警のホームページ等各種広報媒体を活用し、県民
等の防犯意識の啓発を図ります。

環境生活総務課
生活安全企画課

　安全安心まちづくりに対する県民等の関心を高め、理解
を深めるため、啓発ポスターの募集や表彰を行います。

環境生活総務課
教育指導課
生活安全企画課

　しまね人権フェスティバルなど各種イベント等を活用
し、犯罪は最大の人権侵害であることなどについて広報・
啓発を行います。

人権同和対策課

まちづくり旬間
における広報・
啓発

　「犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間」（※15）（毎
年10月11日から20日まで）において、県民地域活動団
体、事業者、関係機関等と連携して広報・啓発活動を実施
し、旬間の浸透と定着を図ります。

環境生活総務課
教育指導課
生活安全企画課

エ
地域安全情報の
提供

　関係機関、団体、事業者等に対して、重層的防犯ネット
ワーク（※16）等を活用し、安全安心通報等を迅速に提供し
ます。

生活安全企画課

　広報紙やテレビ、新聞、ホームページ等の多様な広報媒
体を通じて、犯罪情勢や防犯対策等の情報を広域的に提供
します。

環境生活総務課
生活安全企画課

　「みこぴー安全メール」（※17）や「不審者情報マップ」
（※18）により、不審者情報や犯罪情報等を迅速に提供しま
す。

生活安全企画課
少年女性対策課

　緊急時の通報等を速やかに行うための通信手段の一つと
して携帯電話の役割は重要であることから、県内の通話エ
リア拡大の促進を図ります。

情報政策課

オ
講演会・研修会
等の開催

　県民等の防犯意識の高揚を図るため、専門家等による講
演会や研修会等を開催します。

環境生活総務課
生活安全企画課

　安全安心アドバイザー（※19）や防犯設備士（※20）等によ
る県民等を対象とした研修会や講習会、出前講座等の開催
により、防犯に関する知識、技能の向上を図ります。

環境生活総務課
生活安全企画課

カ
鍵かけ運動の広
報・啓発

　各種広報媒体を活用して県民等の鍵かけに対する意識啓
発を図るほか、防犯ボランティアや事業者等と連携して駐
輪場等で注意喚起を行うことにより、鍵かけの普及促進を
図ります。

環境生活総務課
生活安全企画課

　自動車等の盗難や車上ねらいの被害防止のため、自動車
関連犯罪防犯対策協議会（※21）や販売業者等と連携して、
防犯キャンペーン等により鍵かけ運動を推進します。

生活安全企画課
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キ

エ

（１） 県民等の防犯意識の高揚

施策内容 事業内容 実施担当課

施策内容 事業内容

県民等の意識調
査・研究

　県民等の安全安心まちづくりに関する意識や実態を把握
するため、調査・研究を行います。

環境生活総務課
生活安全企画課

（２） 地域での自主的な活動、連帯意識向上の推進

実施担当課

　地域における防犯活動を継続・活性化させるため、主導
的役割を担う防犯リーダーの育成を支援します。

環境生活総務課
生活安全企画課

　地域活動団体に対して、防犯活動用品の貸出、青色防犯
パトロール活動に関する情報提供等の支援を行います。

生活安全企画課

　防犯活動に取り組む団体等に対し、「しまね防犯ネット
ワーク」（※22）への登録を呼びかけ、県ホームページに登
録団体の活動を紹介するほか、「しまね安全安心ネット
メール」（※23）により、安全安心まちづくりに関する情報
を提供します。

環境生活総務課

　優れた防犯活動を行う団体等を表彰し、防犯意識の啓発
と自主的な防犯活動の活性化を図ります。

環境生活総務課

ア
防犯ボランティ
ア団体への支援

　優良防犯活動を行う団体や専門家等による講演会や研修
会を開催し、先進的な事例紹介等により地域の自主防犯活
動の継続や活性化につながるよう支援します。

環境生活総務課
生活安全企画課

イ

様々な団体と連
携した地域ネッ
トワークづくり

　公民館、学校等と連携し、地域全体に「あいさつ」や
「声かけ」の和を広げるとともに、地域行事への県民の積
極的な参加や異世代交流等の地域における住民の交流活動
を促進します。

青少年家庭課
社会教育課
少年女性対策課

　地域ネットワークづくりを進めるため、防犯ボランティ
ア団体や関係機関による意見交換や情報提供を行う交流会
等を開催し、連帯意識の向上を図ります。

環境生活総務課
生活安全企画課

ウ
事業者の自主的
な活動の推進

　子どもや女性の安全を確保するため、事業者に対して
「子ども・女性みまもり運動」への参加を呼びかけます。

環境生活総務課
生活安全企画課

　事業者による防犯活動を効果的に推進するため、事業者
や従業員に対して、業種ごとの防犯対策についての講習や
安全安心情報の提供を行います。

生活安全企画課

　事業者の安全安心まちづくり活動を推進するため、事業
活動にあわせた安全パトロール等の自主的な活動に対し
て、対応方法等の講習会を行います。

生活安全企画課

高齢者の社会参
加活動の推進

　高齢者による安全安心まちづくり活動を促進させるた
め、老人クラブが行うボランティア活動などや高齢者大学
校の運営に対し支援します。

高齢者福祉課
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ア

イ

ウ

エ

オ

（３） 特殊詐欺被害を発生させない気運の醸成

施策内容 事業内容 実施担当課

個別訪問等によ
る被害防止広
報・啓発

　警察官や民生児童委員等による戸別訪問活動の際に、特
殊詐欺の発生状況や手口等について直接的な被害防止広
報・啓発を行います。

環境生活総務課
生活安全企画課

各種媒体を活用
した被害防止の
広報・啓発の充
実

　新聞、ラジオ、テレビ等に加え、メールマガジンやフェ
イスブック等も活用し、特殊詐欺被害発生状況や被害防止
対策等の情報を発信し、被害防止のための広報・啓発を行
います。

環境生活総務課
生活安全企画課

被害発生時の被
害拡大防止のた
めの迅速的確な
情報提供

　特殊詐欺被害が発生した際には、手口や被害金の送付方
法等の情報を広域的に提供し、被害拡大防止の取組を行い
ます。

環境生活総務課
生活安全企画課
捜査第二課

出前講座、被害
防止研修会等の
充実

　特殊詐欺に関する出前講座や被害防止研修会等の開催に
より、県民の抵抗力を強め、被害発生の未然防止活動を行
います。

環境生活総務課
生活安全企画課

金融機関等と連
携した水際阻止
対策の強化

　特殊詐欺被害防止の最後の砦である金融機関との連携を
強化し、チェックシートの確実な活用や声かけの徹底等に
より、被害発生の未然防止活動を強化します。

環境生活総務課
生活安全企画課

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ウ

２　子ども、女性、高齢者、障がい者等の安全確保
（１） 子どもの安全確保

施策内容 事業内容 実施担当課

ア
子どもみまもり
活動の拡充

　各事業所や団体に働きかけ、子ども・女性みまもり運動
実施事業所数を増加させ、参加者の拡大、みまもり体制の
向上を図ります。

環境生活総務課
生活安全企画課

　防犯ボランティア団体等と連携して、通学路の安全点検
や地域安全マップの作成、登下校時の見守り活動などを実
施するほか、緊急時における集団下校を学校管理者等に指
導するなど、通学路における安全対策を推進します。

環境生活総務課
青少年家庭課
教育指導課
生活安全企画課
少年女性対策課

　自治会や町内会、事業者などと連携し、道路や公園等へ
の街頭防犯カメラの普及促進を図ります。

生活安全企画課

　通学路に面した居住者に門灯等を点灯してもらう「一戸
一灯運動」（※24）を推進します。

生活安全企画課

　「子ども１１０番の家」（※25）の周知及び「子ども１１
０番の家」における対応マニュアルの活用を促進するとと
もに、連携した活動を推進します。

教育指導課
生活安全企画課
少年女性対策課

　通学時の子どもみまもり、通学路の安全点検等を行う老
人クラブに対し支援を行い、活動を促進します。

高齢者福祉課

　高齢者による日常生活にあわせた通学路等における子ど
ものみまもり活動を促進します。

生活安全企画課

　教職員等を対象に、学校防犯に係る研修や安全教育・安
全管理に係る研修を開催し、学校における子どもの安全確
保の徹底を指導します。

教育指導課

　学校と警察との相互連絡体制（※26）や学校警察連絡協議
会（※27）により、子どもの安全確保に関する情報の交換、
共有等を進めます。

教育指導課
少年女性対策課

　児童福祉施設に対して、指導監査や各種会議、研修等を
通じて、児童の安全確保・安全管理の徹底を指導します。

青少年家庭課

　市町村と連携して、放課後児童クラブ（※28）、児童館（※

29）における安全確保体制等の再点検を行うとともに、安全
確保対策等の先進事例及び教育委員会における取組につい
て情報提供します。また、管理者や職員を対象とする各種
会議、研修の際に安全管理の徹底を要請します。

青少年家庭課

防犯に関する指
針の普及

　関係機関・団体に対して、「学校等及び通学路等におけ
る子どもの安全確保に関する指針」の周知、普及に努めま
す。

環境生活総務課
教育指導課
生活安全企画課

イ

学校等における
子どもの安全確
保

　学校設置者等に対して、学校における子どもの安全確保
のためのマニュアル整備、教職員への子どもの安全対策の
ための訓練・研修実施、施設の安全点検を要請します。

総務課
教育指導課
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（１） 子どもの安全確保

施策内容 事業内容 実施担当課

エ

子どもを健やか
に育てる取組の
推進

　児童虐待をはじめとした子どもを取り巻く諸問題への県
民の関心を高め、社会全体で子どもを健やかに育てる気運
の醸成を図るため、県民に対する意識啓発を推進します。

青少年家庭課
教育指導課
少年女性対策課

　子どもの防犯知識を高める防犯教室（犯罪被害防止教
室）の開催や実践的な防犯訓練の充実等、子どもに対する
安全教育の充実を図ります。

教育指導課
少年女性対策課

　学校やPTAと連携して、保護者や地域住民に対する子ど
もの被害防止のための研修等を推進します。

教育指導課
少年女性対策課

　インターネットや携帯電話の利用によるトラブルや犯罪
から子どもを守るため、フィルタリング（有害サイトアク
セス制限サービス）（※30）利用促進や、情報モラルの向上
など、有害情報（※31）を見せない環境の整備に取り組みま
す。

青少年家庭課
教育指導課
少年女性対策課

　「島根県青少年の健全な育成に関する条例」（※32）の周
知徹底を図るとともに、有害図書類等の指定や書店等への
立入調査を継続的に実施するなど、青少年にとって好まし
くない環境の浄化に努めます。

青少年家庭課
少年女性対策課

　青少年健全育成協力店（※33）や少年警察ボランティアと
協働して、万引き等の非行を防止する活動を推進します。

少年女性対策課

　小、中、高校生を対象とした非行防止教室、薬物乱用防
止教室等を開催実施し、児童生徒の規範意識の醸成を図り
ます。

薬事衛生課
教育指導課
少年女性対策課

　子ども・若者支援センター（※34）を中心として、地域の
ボランティア等による学習支援、スポーツ・文化・地域交
流活動などを通じた子どもの立ち直り支援を推進します。

青少年家庭課
教育指導課
少年女性対策課
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（２） 女性の安全確保

施策内容 事業内容 実施担当課

ア
女性みまもり活
動の拡充

　各事業所や団体に働きかけ、子ども・女性みまもり運動
実施事業所数を増加させ、参加者の拡大、みまもり体制の
向上を図ります。

環境生活総務課
生活安全企画課

　女性が被害に遭いやすい場所について、警察官のパト
ロールを強化するとともに、青色防犯パトロール隊などの
防犯ボランティアとの合同パトロールを実施します。

生活安全企画課

イ
住環境整備の推
進

　女性が安心して暮らせる居住空間を確保するため、防犯
設備士によるアパート等の防犯点検を実施します。

生活安全企画課

　関係機関・団体と連携し、業界主導による防犯に配慮し
たアパートの普及を図ります。

生活安全企画課

　つきまといや性犯罪等の相談に適切に対応するため、相
談担当職員の研修や各窓口の連携強化等の取組を推進しま
す。

青少年家庭課
広報県民課
少年女性対策課

ウ 防犯情報の提供

　女性の自主防犯意識を高めるため、みこぴー安全メール
により安全確保のための防犯情報を提供します。

生活安全企画課

　アパート入居者等を犯罪から守るため、アパート安全安
心ネットワーク（※35）を活用して、入居者や経営者へ安全
安心情報を提供します。

生活安全企画課

防犯教室・講習
会等の開催

　女性が、つきまとい等の緊急事態に適切に対応できるよ
う、要望に応じて、防犯指導や護身術等実践的な訓練を実
施します。

生活安全企画課

（３） 高齢者、障がい者等の安全確保

施策内容 事業内容 実施担当課

高齢者、障がい
者に対する地域
見守りネット
ワークづくり

　高齢者をターゲットとした特殊詐欺や悪質商法等の被害
を防止するため、事業者、団体等、県民の連携を強化する
ネットワークを構築します。

環境生活総務課

イ
高齢者に対する
講習会等の開催

　各地域単位で活動する老人クラブや市町村老人クラブ連
合会等で、悪質商法等の被害防止のための講習会等を開催
します。

環境生活総務課
高齢者福祉課
生活安全企画課

　自治体や防犯ボランティアと連携しながら、地区ごとに
おいて、高齢者を対象とした防犯講習会を開くなど高齢者
の被害防止活動を強化します。

生活安全企画課

　地域包括支援センター（※36）を中心に高齢者に関係する
行政機関、医療機関等とのネットワークを形成し、権利擁
護事業（※37）など高齢者に対する支援を行います。

高齢者福祉課
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駐車場・駐輪場
の夜間照明、見
通し確保等

　駐車場・駐輪場設置者等に対して、周囲からの見通しの
確保や適正な照明の設置等、犯罪防止に配慮した駐車場・
駐輪場の普及に努めます。

都市計画課
生活安全企画課

防犯に関する指
針の普及

　道路等の管理者や関係機関・団体に対して、「犯罪の防
止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針」の周
知、普及に努めます。

環境生活総務課
道路維持課
都市計画課
生活安全企画課

道路維持課
生活安全企画課

イ

公園の夜間照
明、見通し確保
等

　県民が安心して公園を利用できるよう、必要に応じて、
照明灯設置や周囲からの見通しの確保等犯罪防止に配慮し
た公園の普及に努めます。

都市計画課

　公園管理者等に対して、防犯対策等の情報を提供すると
ともに、警察官や防犯ボランティアのパトロール活動や点
検等を実施します。

生活安全企画課

３　道路、住宅等における防犯への配慮
（１） 道路等における防犯への配慮

施策内容 事業内容 実施担当課

ア

道路の歩車道分
離、夜間照明確
保等

　道路整備において、必要に応じて、歩道と車道の分離や
夜間照明の確保等、犯罪防止に配慮した道路の普及に努め
ます。

道路維持課
道路建設課
生活安全企画課

　道路管理者や地域活動団体等と連携して、道路上の障害
物撤去や植栽剪定による周囲からの見通しの確保等道路の
環境整備を促進します。

エ

観光旅行者等に
対する安全情報
の提供

　観光事業者等に対して、事件・事故発生時に情報提供や
防止対策の協力依頼を行うとともに、県や県警のホーム
ページで、観光地や観光施設等での犯罪発生状況等の情報
提供します。

観光振興課
生活安全企画課

　宿泊施設における安全確保のための通報体制等の整備状
況についての点検を随時実施します。

観光振興課

　犯罪の発生状況やシーズンに応じて、観光地や観光施設
等における警察官によるパトロールを実施し、安全対策を
推進します。

生活安全企画課

ウ

障がい者に対す
る相談支援活動
の推進

事業内容 実施担当課

　警察官と防犯ボランティアが連携し、犯罪被害を受けや
すい障がい者やその家族の要望に基づき、訪問活動を行
い、防犯対策の指導や情報提供などの活動を推進します。

生活安全企画課

　市町村、相談支援事業者（※38）、障がい福祉サービス事
業者（※39）など、関係する機関が連携し、地域生活におけ
る相談支援や情報の提供を行います。

障がい福祉課

（３） 高齢者、障がい者等の安全確保
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防犯に関する指
針の普及等

　店舗の管理者等に対して「犯罪の防止に配慮した店舗等
の構造、設備等に関する指針」の周知、普及に努めます。

環境生活総務課

　商店街等が行う街路灯の整備、街頭防犯カメラの設置等
の支援に努め、犯罪防止に配慮した商業環境整備を推進し
ます。

中小企業課
生活安全企画課

エ

大規模小売店舗
の構造、設備、
体制の整備

　島根県大規模小売店舗立地審査会議（※43）での防災・防
犯対策への協力事項についての要請等を通じて、犯罪防止
に配慮した大規模小売店舗の普及を図ります。

中小企業課
生活安全企画課

　金融機関等の事業者に対し、個別に防犯指導、防犯点検
を行い、犯罪防止に配慮した店舗の普及を図るとともに、
従業員に対する指導、情報提供等の支援を行います。

生活安全企画課

金融機関の店舗
の構造、設備、
体制の整備

　関係団体と連携した防犯訓練、安全点検や防犯対策等に
関する情報提供等により、犯罪防止に配慮した金融機関店
舗の普及を図ります。

生活安全企画課

深夜営業店舗の
構造、設備、体
制の整備

　コンビニエンスストア、深夜営業スーパーマーケットと
防犯連絡会を開催し、犯罪情報の提供、防犯対策について
協議し、犯罪防止に配慮した深夜営業店舗の普及を図りま
す。

生活安全企画課

防犯に関する指
針の普及等

　「犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指
針」の周知に努めます。また、「防犯性能の高い建物部
品」（※41）や「住宅性能評価制度」（※42）等についても周
知に努め、これらの利用促進を図ります。

環境生活総務課
建築住宅課
生活安全企画課

４　事業活動における防犯への配慮
（１） 店舗等における防犯への配慮

施策内容 事業内容 実施担当課

（２） 住宅における防犯への配慮

施策内容 事業内容 実施担当課

ア
防犯推進住宅の
普及

　防犯設備事業者等と連携して、住宅に関する防犯機器の
展示会を開催するなど、防犯性能の高い住宅の普及を図り
ます。

生活安全企画課

防犯に優れた構造、設備等を有する住宅を「防犯推進住
宅」として登録するために設けた防犯推進住宅制度（※40）

の周知を図り、防犯に配慮した住宅の普及を図ります。

生活安全企画課
建築住宅課

防犯カメラの設
置等、店舗の防
犯環境整備の推
進

　防犯カメラの設置や店舗内外の整理整頓等による、自主
的な防犯環境整備の促進を図ります。

生活安全企画課
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（２） 自動車等及び自動販売機における防犯への配慮

施策内容 事業内容 実施担当課

自動車等の犯罪
防止装置、用具
の普及、防犯登
録の推進

　自動車等の犯罪防止装置や用具の普及を推進するほか、
自転車盗被害防止の啓発と被害回復を図るため、自転車商
組合や事業者と連携して、オートバイ・自転車への防犯登
録を推進します。

生活安全企画課

自動販売機の犯
罪防止に配慮し
た構造、装置の
普及等

　自動販売機の犯罪防止に配慮した構造、装置の普及を促
進するほか、自動販売機防犯連絡を通じて、事業者に対
し、犯罪情勢や防犯対策についての情報提供などを行いま
す。

生活安全企画課

５　犯罪被害者等への支援の推進
（１） 犯罪被害者等に対する理解の増進

施策内容 事業内容 実施担当課

各種媒体を活用
した広報・啓発

　県・県警のホームページやイベント等を活用し、犯罪被
害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の人権擁護の重
要性等について、県民等の理解の増進を図るため広報・啓
発活動を実施します。

環境生活総務課
人権同和対策課
広報県民課

犯罪被害者週間
における広報・
啓発

　「犯罪被害者週間」（※44）（毎年１１月２５日から１２
月１日まで）において、広報・啓発活動を集中的に実施
し、週間の浸透と定着を図ります。

環境生活総務課
広報県民課

講演会等の開催

　犯罪被害者等への誤解や偏見、犯罪等による被害の深刻
さや命の大切さに対する県民ひとりひとりの理解を深める
ため、犯罪被害者等の声を聴くための講演会等を開催しま
す。

環境生活総務課
教育指導課
広報県民課

（２） 犯罪被害者等に対する支援

施策内容 事業内容 実施担当課

ア
経済的負担の軽
減

　犯罪被害者給付金制度（※45）及び司法解剖遺体の搬送等
に係る給付制度による給付金の支給、診断書料及び初診料
等に要する経費の負担軽減により犯罪被害者等の経済的負
担の軽減を図ります。

広報県民課

　自宅が事件現場となるなど、犯罪被害者等が居住困難と
なった場合に、一時避難場所としてのホテル等宿泊施設を
確保し、犯罪被害者等の被害直後の居住の安定を図りま
す。

広報県民課

　犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった
犯罪被害者等に対する県営住宅への優先入居（※46）を実施
します。

建築住宅課
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計画の推進と進
行管理

　県の関係各課で構成する「島根県犯罪のない安全で安心
なまちづくり推進会議」により、施策の総合的な推進に向
けた情報共有、連携強化を図り、基本計画の目標達成を目
指します。

環境生活総務課

犯罪のない安全
で安心なまちづ
くり推進協議会
との連携

　県民等と一体となった安全安心まちづくりの取組を継
続・強化していくため、関係団体、地域活動団体、事業
者、行政からなる「島根県犯罪のない安全で安心なまち
づくり推進協議会」により活動の連携を図ります。

環境生活総務課

相談窓口の充
実・周知

　各相談窓口について、より一層の充実を図るとともに、
県・県警のホームページ、イベント、パンフレット等を活
用して県民等への周知を図ります。

環境生活総務課
人権同和対策課
青少年家庭課
広報県民課

６　その他の安全安心まちづくりのための取組
（１） 推進体制の充実・強化

施策内容 事業内容 実施担当課

イ
関係機関・団体
との連携推進

　犯罪被害者等が必要な時に必要な場所で適切な支援を受
けられるよう、途切れることのない支援を実施するため、
関係機関・団体との間で相互の活動内容を把握、情報を共
有し、スムーズな橋渡しができるように連携を促進しま
す。

環境生活総務課
広報県民課

　島根県被害者支援連絡協議会（※47）及び地域単位の被害
者支援ネットワーク（※48）を開催し、被害者支援のための
制度等について情報交換し、会員間の連携を図り、総合的
な被害者支援が実施されるよう努めます。

広報県民課

（３） 支援のための体制整備

施策内容 事業内容 実施担当課

ア
民間団体に対す
る支援

　犯罪被害者等の支援を行う民間団体の活動基盤の充実に
努めるとともに、民間支援団体が行う支援員養成講座への
講師派遣などの人材育成に対する支援を行います。

環境生活総務課
人権同和対策課
広報県民課

　犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施
の重要性、犯罪被害者等の支援を行う民間団体の意義やそ
の活動等について広報します。

環境生活総務課
広報県民課

ウ 支援情報の提供

　犯罪被害者等に対して、犯罪被害者等支援のための制度
や内容をパンフレットや県・県警のホームページ等、イベ
ント等で情報提供を行います。

環境生活総務課
人権同和対策課
青少年家庭課
広報県民課

　「被害者の手引き」等の資料の配布などにより、刑事手
続や各種被害者支援施策に関する情報提供を行います。

環境生活総務課
広報県民課

イ
精神的負担の軽
減

事業内容 実施担当課

　被害者支援専用携帯電話及び緊急通報装置の貸出しなど
により、犯罪被害者等の安全確保に努めます。

広報県民課

　警察職員に対する教養、各種専科等の研修を充実させ、
捜査過程における二次的被害の防止・軽減を図ります。

広報県民課

（２） 犯罪被害者等に対する支援
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※１ 認知件数 

 認知件数とは、警察等捜査機関によって犯罪の発生が認知された件数を言う 

 犯罪の発生を確認した件数であり、全国で発生したすべての犯罪件数（発生件数）

ではない 

 全国の刑法犯の認知件数は、平成８年から毎年戦後最多を記録し、平成14年には約

369万件に達したが、翌年から減少に転じており、島根県では、平成15年に9,217件

と昭和26年以降最悪を記録したが、その後、概ね減少傾向が続いている 

 

※２ 特殊詐欺 

  「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証詐欺」「還付金等詐欺」の４類型を

『振り込め詐欺』と言い、「金融商品等取引」、「ギャンブル必勝情報」、「異性交

際あっせん」、「その他」を名目とする４類型を『振り込め類似詐欺』と称しており、

この８類型の詐欺を総称して【特殊詐欺】という 

 

※３ 島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議 

 「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に基づく、安全安心まちづくり

の総合的な推進を図るため設置された、県の知事部局、教育庁、警察本部の関係 31

課で構成する組織 

 

※４ 島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 

  地域活動団体、事業者、県、市町村が相互に連携し、県民、観光旅行者等が安心し

て暮らし、又は滞在することができる社会の実現を図ることを目的に、平成19年２月

に設立された、県内の安全安心まちづくりに関係する事業者や団体、行政など87団体

（平成27年 12月末現在）で構成する組織 

 

※５ 犯罪発生率 

 県内人口千人あたり（端数四捨五入）の刑法犯認知件数を各年ごとに算出したもの 

 人口の多少に左右されず、多地域間の犯罪の発生しやすさを比較可能な数値 

  

※６ 悪質商法 

  消費者を巧妙な方法で騙したり、困惑させ高額な値段で様々な商品を購入させ、ま

たはサービス等の契約を締結させたりするもので、その種類は多岐にわたっている 

 

※７ 防犯ボランティア団体 

  地域の安全は地域で守るという認識のもと、ＰＴＡ、老人クラブ、公民館等による

子どもの見守り、防犯パトロール、清掃、落書き対策、青少年健全育成などの自主的

なボランティア活動をする団体 
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※８ しまねwebモニター 

 県民の意見を迅速に県政に反映させるため、あらかじめ登録いただいているモニタ

ーに、インターネットを使ってアンケートに答えていただく制度 

年 10回程度、県政の課題など特定のテーマについて、ホームページ上で実施するア

ンケートにパソコンから回答していただいている  

 

※９ 子ども・女性みまもり運動 

 県内の事業所や団体による子どもや女性の安全安心を確保するための自主的な取

り組みを日常業務にあわせて行ってもらう運動 

 

※10 犯罪被害者等基本法 

   犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定める

こと等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪

被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に成立した法律で、平成17年４月に施行

された 

 

※11 犯罪被害者等基本計画 

  「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、平成23年３月に第２次基本計画が閣議決定された。「損害回復・

経済的支援等への取組」、「精神的・身体的被害の回復・防止への取組」、「刑事手

続への関与拡充への取組」、「支援等のための体制整備のへ取組」及び「国民の理解

の増進と配慮・協力の確保への取組」を重点課題として具体的施策の推進を図ること

とされている 

 

※12 犯罪被害者等早期援助団体 

 都道府県公安委員会は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援

に関する法律」に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに犯罪被害者等が再び

平穏な生活を営むことができるように支援する事業を適正かつ確実に行うことができ

ると認められる非営利法人を、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができ

るとされている 

 犯罪被害者等早期援助団体の行う事業は、 

   ・犯罪被害等に関する相談 

   ・警察や裁判所、検察庁、自治体等への付き添いなどの役務の提供、物品供与

又は貸与その他の方法による犯罪被害者等の援助 

   ・犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助 

   ・犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動 

（警察庁ホームページより） 
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※13 性犯罪被害者のワンストップ支援センター 

 性犯罪・性暴力被害者に、被害直後からの総合的な支援（産婦人科医療、相談・カ

ウンセリング等の心理的支援、操作関連の支援、法的支援等）を可能な限り１カ所で

提供することにより、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るとともに、

警察への届出の促進・被害の潜在化防止を目的とする 

  

※14 地域見守りネットワーク 

 特殊詐欺や悪質商法による被害を防止するため、高齢者等への声かけ・見守りを行

う行政機関、警察、自治会、民生委員、福祉団体などの地域の関係者で構成するネッ

トワーク 

 

※15 犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間 

 県では、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」第12条に基づき、毎年

10 月 11 日から 20 日までの 10 日間を「犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間」と

定め、期間中、安全で安心なまちづくりについて、広く県民等の関心を高め、理解深

めるための広報や啓発活動を集中的に実施している 

 

※16 重層的防犯ネットワーク 

 犯罪被害に遭う不安を感じている人に対して、警察から安全安心に役立つ情報をい

ち早く提供したり、事件・事故が発生した場合に警察が通報や連絡を受けるため、個

別の罪種や被害対象者に応じて整備したメール、防災無線、ケーブルテレビなどの連

絡網 

 

※17 みこぴー安全メール 

 特殊詐欺や子どもに対する声かけ事案等の不審者情報などを、島根県警察本部が県

民に対してメールにより発信するもので、県警ホームページからメール配信の登録を

行うことができる 

 

※18 不審者情報マップ 

  声かけ・つきまとい事案等の発生状況を県警のホームページの地図上に表示し、注

意喚起をうながすもの 

 

※19 安全安心アドバイザー 

 地域住民等が防犯知識を身に付けるため、防犯パトロール実施について豊富な経験

を有する者や防犯対策に知見を有する者のうち、防犯アドバイザーとして警察に登録

された者 
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※20 防犯設備士 

  防犯設備の設計・施工・保守管理を適正に行うことができる専門家として、（社）

日本防犯設備協会が認定する資格 

 

※21 自動車関連犯罪防犯対策協議会 

  官民をあげて自動車の盗難対策に取り組むため、自動車の盗難防止に関係する国、

県の行政機関４団体、事業者11団体から構成され、定期的に取組状況について協議す

る会議 

 

※22 しまね防犯ネットワーク 

 県内で安全安心まちづくり活動を行っている地域活動団体、自治会、事業者団体等

の活動情報を県に登録する制度。登録された団体情報は県ホームページで公開し、情

報を相互に共有するもの。登録団体には、県が行う安全安心まちづくりに関する啓発

資料等の情報を「しまね安全安心ネットメール」で配信している 

 

※23 しまね安全安心ネットメール 

 しまね防犯ネットワークに登録を行った県内の団体等に対し、安全安心まちづくり

に関する情報を島根県が配信するメールマガジン 

 

※24 一戸一灯運動 

  夜間の街頭での犯罪や声かけ事案等の発生を抑止するため、防犯灯を補完するもの

として、各家庭の門灯や玄関灯等を点灯する運動 

 

※25 子ども110番の家 

 子どもたちが「つきまとい」や「声かけ」など不安を感じる事案に対して、通学路

周辺の民家、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、理容店などが緊急避難先と

して、避難してきた児童を保護するとともに、警察へ通報するなど、子どもの犯罪被

害の未然防止を目的とした民間の協力拠点 

 

※26 相互連絡体制 

 児童生徒の安全確保及び健全育成を目的として、声かけやわいせつ行為等の事案、

非行・問題行動など学校と警察が相互に連携して問題解決を図っていく必要のある事

案について、相互に連絡を行う体制 

 

※27 学校警察連絡協議会 

 学校と警察の緊密な連携によって相互に協力し、児童生徒の健全育成を図ることを

目的として、各警察署単位に管内の小・中・高等学校・その他学校の長及び各生徒指

導担当教諭並びに警察職員が、非行防止、被害防止についての協議を行う組織 
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※28 放課後児童クラブ 

 小学生が、放課後、帰宅しても家に誰もいない場合、親が仕事が終わるまで預かり、

学習や遊びを援助、世話する施設 

 

※29 児童館 

 児童福祉法第 40 条による児童福祉施設で、地域の子ども（０歳～18 歳の子ども）

に健全な遊びを与え、子どもの健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として設

置され、屋内型の児童館、屋外型の児童遊園がある 

 

※30 フィルタリング（有害サイトアクセス制限サービス） 

  インターネットのページを一定の基準により「表示してよいもの」（子ども向けの

健全なサイトなど）、「表示禁止のもの」（出会い系サイトやアダルトサイトなど）

に分け、子どもに見せたくないページにはアクセスできないようにする有用な機能 

 

※31 有害情報 

  島根県青少年の健全な育成に関する条例第25条に規定する、青少年がインターネッ

トの利用により得られる情報で、その内容が、青少年の性的感情を著しく刺激し、粗

暴性を著しく助長し、残虐性を助長し、又は自殺もしくは犯罪を誘発し、青少年の健

全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの 

 

※32 島根県青少年の健全な育成に関する条例 

 全ての県民が、青少年に深い愛情と理解を持ち、青少年を取り巻く環境の整備を図

るとともに、有害な環境から保護することを目的として、昭和40年に制定された条例 

 

※33 青少年健全育成協力店 

 スーパー、ホームセンター、コンビニエンスストア、書店等、少年非行の多発が懸

念される店舗等のうち、万引きや自転車盗等の非行をさせない環境づくりや少年を取

り巻く有害環境浄化などを推進する店舗 

 

※34 子ども・若者支援センター 

  様々な困難を抱える子どもや若者、その保護者、地域住民などからの相談に応じ、

助言や指導、立直り支援を通じて、問題の解決を図るほか、地域のボランティアと共

同した支援活動や街頭における声かけ活動を行い、地域ぐるみで子どもや若者の支援

を行っている 

松江市、出雲市、浜田市、益田市の４市に設置されている 
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※35 アパート安全安心ネットワーク 

 アパートの入居者を犯罪被害から守ることを目的にアパート管理会社と警察が構築

している防犯ネットワーク。警察から不動産業者等を通じて、アパートを対象とした

犯罪の発生状況や防犯対策などの情報をアパートの経営者や入居者に提供している   

 

 

※36 地域包括支援センター 

 介護保険法に定められた、地域住民の保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予

防ケアマネジメントなどを総合的に行う機関 

 

※37 権利擁護事業 

高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができる

よう、専門的・継続的な視点から、必要な支援を行うことを目的として実施する事業

（成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応及

び消費者被害の防止など） 

 

※38 相談支援事業者 

 障害者総合支援法に基づき、指定された事業者で、障がい者のサービス等利用計画

作成、障がい福祉サービスに係る相談及び調整等の支援を行う 

 

※39 障がい福祉サービス事業者 

 居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステイ）、グループホーム、日中

活動等の障がい者に対するサービスを提供する事業者 

 

※40 防犯推進住宅制度 

 住宅に関係する機関・団体が、住宅の設計、施工、改築等に際して、周辺の犯罪状

況や、防犯に配慮した住宅の構造、設備等に関してアドバイスを実施し、施行後の住

宅について、申請に基づき防犯設備士等が診断を行い、防犯に優れた住宅と認めたも

のについて「防犯推進住宅」として登録する制度 

 

※41 防犯性能の高い建物部品 

  侵入犯罪の防止を図るため、平成14年 11月に設置された国及び建物部品関連の民

間団体からなる「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が、

防犯性能試験の結果に基づき公表した「防犯性能の高い建物部品目録」に記載された

建物部品のこと 
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※42 住宅性能評価制度 

 平成11年６月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、良

質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために創設された、住宅の性能を分か

りやすく表示する制度 

 国の定めた基準に従い、登録住宅性能評価機関が住宅の性能評価を行うもの 

 

※43 島根県大規模小売店舗立地審査会議 

 大規模小売店舗立地法に基づき、大規模小売店舗設置者から提出された施設の配置

や運営方法に関する届出事項を審査し、県の意見形成のために必要な協議を行う組織 

 県の環境政策課、廃棄物対策課、中小企業課、道路維持課、都市計画課、警察本部

等で構成されている 

 

※44 犯罪被害者週間 

  犯罪被害者等が、犯罪等により受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏に

過ごせるようになるためには、国、地方公共団体による施策を十分に措置することの

みならず、地域の全ての人の理解と配慮、そしてそれに基づく協力が必要であり、こ

のため「犯罪被害者等基本計画」では、内閣府において、警察庁、総務省、法務省、

文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週間（毎年 11

月 25日から12月１日まで）」を設定し、当該週間にあわせて、啓発事業を集中的に

実施することとされた 

 

※45 犯罪被害給付金制度 

  故意の犯罪行為（殺人や傷害など）により死亡した被害者の遺族や身体に重傷病又

は障害を負った被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づいて、国が給付金を支

給する制度 

 

※46 優先入居 

 当選率を優遇（例：抽選に参加できる回数を増やす）し、入居しやすくすること 

 

※47 島根県被害者支援連絡協議会 

 犯罪被害者等が置かれている現状を踏まえ、関係機関・団体との緊密な連携によっ

て、被害者のニーズに対応した各種支援活動を効果的に推進することを目的に、平成

10年 10月に設立された組織 

 

※48 被害者支援ネットワーク 

 犯罪被害者等の抱える具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな支援を行うため、

各警察署を単位として地域の関係機関・団体等で組織された連絡協議会 



空白ページ


